
取締役、執行役および執行役員の選任手続き
　取締役については、指名委員会において「取締役候補者
選任の基本的な考え方」に基づき取締役候補者を選任し、 
総代会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を 
決定したうえで、総代会において選任を行なっております。
　また、執行役および執行役員については、取締役会に 
おいて「執行役および執行役員選任の基本的な考え方」に
基づき選任を行なっております。

取締役、執行役および執行役員の選任方針
〈取締役候補者選任の基本的な考え方〉
（1） 取締役候補者は、会社の持続的な成長と中長期的な

企業価値の向上に寄与し、取締役会の構成員として 
役割・責務を適切に果たしうる者を選考する

（2） 取締役候補者の選任にあたっては、「取締役候補者選任 
規程」に定める選任基準に基づき、取締役としての職務
を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識 

および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者を 
選任する

（3） 社外取締役候補者の選考にあたっては、社外取締役
の独立性を確保するため、「社外取締役の独立性に 
関する基準」を満たしていることを確認する

〈執行役および執行役員選任の基本的な考え方〉
（1） 執行役および執行役員の選任は、中長期的な経営 

計画の着実な実行を目的とし、世代交代による事業
の継続的な発展、新陳代謝による組織の活性化等の 
観点も考慮して実施する

（2） 執行役および執行役員の選任にあたっては、経営管理職等 
の実績や経験、さらには社内外の評価等をふまえ、 
当社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行する 
ことができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的 
信用を有する者を選任する

当社では、年1回、取締役および指名・監査・報酬の各
委員の評価結果に基づき、それぞれの実効性評価を実施
しています。
実効性評価に際しては、各取締役が評価したうえで課

題を認識し、その課題について取締役間で自由闊達で建

設的な議論・意見交換を行ない、改善の方向性を見出す
ことを重要視しています。
2023年度の取締役会の実効性評価（対象期間：

2022年7月～ 2023年6月）は、以下のプロセスにて実施
しました。

2023年4月 取締役会にて、前年度の実効性評価結果に基づき認識した主な課題への対応について振り返りを実施。また、各取締役
による自己評価のためのアンケート項目の設定を含む、2023年度の実効性評価方法を決定

2023年4月 全取締役が評価を実施（アンケートに回答）

2023年5月 アンケート結果をふまえ、事務局は社外取締役に対してインタビューを実施し、課題および対応事項を明確化

2023年6月 社外取締役会議において実効性評価の方向性について意見交換

2023年6月 取締役会にて実効性評価を決議

取締役会および指名・監査・報酬の各委員会の評価結果の概要は、次ページ以降に掲載しています。

ガバナンス態勢高度化への取組み

取締役、執行役および執行役員の選任手続きと選任方針について

取締役会の実効性評価
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